
第１５号議案 

 

 

町田市外部監査契約に基づく監査に関する条例の一部を改正する条例 

 

 

 

上記の議案を提出する。 

 

令和７年(２０２５年)２月２０日 

 

                                        提出者  町田市長  石 阪 丈 一 



町田市外部監査契約に基づく監査に関する条例の一部を改正する条例 

町田市外部監査契約に基づく監査に関する条例（平成１８年１０月町田市条例第４

８号）の一部を次のように改正する。 

次の表に掲げる規定の下線を付した部分について改正する。 

改正後 改正前 

（包括外部監査契約に基づく監査） （包括外部監査契約に基づく監査） 

第２条 市は、法第２５２条の２７第２項の包

括外部監査契約（以下「包括外部監査契約」

という。）に基づく監査を受けるものとする。

この場合において、法第２５２条の３６第２

項の条例で定める会計年度は、２会計年度ご

とに当該２会計年度のうちいずれかの会計年

度とする。 

第２条 市は、法第２５２条の２７第２項の包

括外部監査契約（以下「包括外部監査契約」

という。）に基づく監査を受けるものとする。

この場合において、法第２５２条の３６第２

項の条例で定める会計年度は、毎会計年度と

する。 

２ 略 ２ 略 

附 則 附 則 

 （施行期日）  

１ この条例は、平成１９年４月１日から施行

する。 

この条例は、平成１９年４月１日から施行す

る。 

 （包括外部監査契約に基づく監査の適用除外）  

２ 第２条の規定は、令和７年４月１日から令

和９年３月３１日までの間、適用しない。 

 

 

附 則 

 （施行期日等） 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

２ この条例の施行後初めて包括外部監査契約を締結する会計年度は、令和９年度と

する。 
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